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再発防止委員会設置規程 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人 日本医療安全調査機構定款第４５条の規定に基づき、

医療法第６条の１６第１項第１号に規定される整理及び分析並びにこれに基づく再発防

止策の策定について、適正な運営を図るため再発防止委員会（以下「委員会」という。）

を設置して、その任務、構成及び運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。 

（任務） 

第２条 委員会は、専務理事の諮問機関として、医療法第 6条の 11第 1項に規定される病

院等の管理者が行った医療事故の調査の結果（以下「院内事故調査結果」という。）の報

告により収集した事例を匿名化・一般化し、データベース化、類型化するなどして類似

事例を集積し、共通点・類似点を調べ、傾向や優先順位を勘案し、一般化・普遍化した

報告の作成をするとともに、再発防止策の立案を行うために、再発防止委員会を設置し、

これを答申する。 

（所掌事項） 

第３条 委員会は、以下の事項を所掌する。 

⑴ 収集した情報の分析を踏まえ、医療機関の体制・規模等に配慮した再発防止策を検

討すること。 

⑵ 集積した情報に基づき、個別事例ではなく全体として得られた知見を繰り返し情報

提供する効果的なわかりやすい普及啓発方法を検討し、普及啓発内容を取りまとめる

こと。 

⑶ その他再発防止策及びこれに係る普及啓発に関する事項の検討を行うこと。

（組織） 

第４条 委員会は、医療の専門家で委員構成し、20名以内で組織する。 

２ 前項に規定する委員のほか特別の事項を審議する必要があるときは当該事項に関する

専門的な学識経験を有するものを委員とすることができる。 

３ 委員は、総合調査委員会及び個別調査部会の委員を兼任することができる。 

４ 委員は、専門分析部会の部会員を兼任することはできない。 

（委員の選任及び解任） 

第５条 委員は、理事会が選任し、解任する。 



（委員の任期） 

第６条 委員の任期は、２年とする。 

（委員長及び副委員長） 

第７条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の中から理事長が指名して選定し、解職する。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 委員長が欠けたとき又は事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。 

（会議） 

第８条 委員長は、委員会を招集し、開催する。 

２ 委員長は、再発防止委員会が必要と認めたときは、専門分析部会の部会員に対し、委

員会への出席及び、審議に必要な意見を求めることができる。 

３ 委員会は、委員の半数以上の出席によって開催することができる。 

４ 委員会の審議及び議事録は非公開とする。 

（情報の管理） 

第９条 委員会で使用する資料は、分析に必要な情報とし、再発防止策等医療安全に資す

る検討以外の目的には使用しないものとする。 

２ 委員会の委員は、検討を行う際に知り得た情報を、第三者に漏洩してはならない。こ

の義務は、委員を退任した後も同様とする。 

（庶務） 

第 10条 委員会の庶務は、医療事故調査・支援事業部分析班において処理する。 

２ 委員への謝金は別途、業務経費取扱規程で定める。 

（雑則） 

第 11条 本規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、専務理事が別

に定める。 

附則（平成２７年８月３日理事会決議） 

この規程は、平成２７年８月１７日から施行する。 




